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背景

令和３年７月、静岡県熱海市で大雨

により、盛土が崩落。土石流が発生。

→甚大な人的・物的被害が発生。

課題

各法律の目的の限界等から、盛土等

の規制が必ずしも十分でないエリアが

存在。

目的

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要！
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１．盛土規制法の背景・課題・目的

盛土規制法の制定



２．盛土規制法の概要
改正前名称：宅地造成等規制法

施行後名称：宅地造成及び特定盛土等規制法(旧法を抜本的に改正)

国施行：令和５年５月２６日

秋田県・秋田市施行：令和７年５月末予定

盛土規制法の県・市施行されると…
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主に３点

重点ポイントが

あります！



３．規制区域の指定
盛土等に伴う災害から人命を守るために、県や市は、危険な盛土等を規制する

区域を指定できるようになりました。

指定の範囲は、以下のとおり

○秋田県：県内24市町村

(秋田市を除く)の範囲

○秋田市：秋田市の範囲

規制区域は２種類あります

○宅地造成等工事規制区域

○特定盛土等規制区域
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３．規制区域の指定（秋田県が所管する範囲）
秋田県が所管する範囲は、

○秋田県：県内24市町村(秋田市を除く)の範囲

です。

規制区域の設定方針は、以下のとおり

○宅地造成等工事規制区域

・都市計画区域

・3戸以上の建築物が50ｍ以内に連たんする

区域 など

○特定盛土等規制区域

宅地造成等工事規制区域以外
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図：秋田県の規制区域の候補区域
※候補区域のため、変更の可能性有り

赤：宅地造成等工事規制区域

緑：特定盛土等規制区域



４．許可対象となる盛土等の規模
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こんな時に申請！



５．許可不要工事(抜粋)
採石法第33条若しくは第33条の５第１項の規定による認可を受けた者が行う
当該認可に係る工事又は同法第33条の13若しくは第33条の17の規定による命
令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

砂利採取法第16条若しくは第20条第１項の規定による認可を受けた者が行う
当該認可に係る工事又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川
管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工

土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業、同法第15条第２項に規定
する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事

森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為
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※その他詳細については、

国土交通省ホームページ(URL:https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001611864.pdf)

今後、公表予定の秋田県及び秋田市のマニュアル 等

をご覧ください。



６．許可申請前から工事完了までの流れ

9
※許可基準や申請書及び添付資料等については、今後、公表予定の秋田県及び秋田市のマニュアル等をご覧下さい。

②許可基準の概要



７．工事完了後
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○福島県における事例

・規制開始前に行われた盛土

・危険な盛土であるため、造

成者に県から改善命令

・改善命令に応じないため、

福島県が行政代執行

・造成者を刑事告発



８．今後の予定
秋田県が行う規制区域の公示までの予定

申請や相談窓口
○令和７年５月末まで
【県内24市町村(秋田市を除く)の範囲に関すること】
・秋田県建設部都市計画課（代表）
電話：018-860-2441 メール：Toshikeikakuka@pref.akita.lg.jp
秋田県農林水産部農林政策課（主に農地に関すること）
電話：018-860-1728 メール：nourinseisaku@pref.akita.lg.jp
秋田県農林水産部森林環境保全課（主に森林に関すること）
電話：018-860-1942 メール：forest@pref.akita.lg.jp

11

規制区域の候補区域の秋田県HPでの公表令和６年１２月

申請用マニュアル等の公表令和７年５月まで

規制区域の公示(規制の開始)令和７年５月末

・工事の時期

・位置図

・土地の形質変更(高さや面積)

状況がわかる図面

などの情報提供を頂ければ、

助かります！



８．今後の予定
申請や相談窓口

○令和７年５月末以降

※連絡先は県HP等で確認をお願いします。

12令和７年５月末以降 秋田県における申請や相談窓口

秋田県では、

申請窓口や許可等の行為を

県内の各地域振興局

(県の出先機関）で、

行う予定をしています。



９．不動産関連団体様、宅地建物取引業者様への特記事項
宅地建設取引業法第35条に基づく重要事項説明

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内における工事の許可制

度等の概要を取引の相手方等に説明して頂くようお願いいたします。

盛土規制法に基づく、規制区域

秋田県内においては、スキマない規制を実施するため、県内全域において、

「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規

制区域となる予定です。※詳細な規制区域の候補区域は、秋田県HPで公表しています。

不明な点等ありましたら、秋田県都市計画課・秋田市都市計画課へご連絡を
お願いいたします。

13



９．不動産関連団体様、宅地建物取引業者様への特記事項

14令和５年５月26日付 「不動産取引時における盛土等に関する情報の提供について（依頼）」 国土交通省等発出


